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事例問題80問収録!!

はしがき　より
　超高齢及び人口減少社会の到来をむかえ、社会、経済状況が大
きく変化している中で、地方自治体においても大きな転換期の中にあ
ります。
　〔中　略〕
　それに伴い執行機関（首長、行政委員会）の権限がさらに拡大し
ており、それらの事業を実施する職員においては、定数の増加が見
込まれない中で業務量の増大に併せて質の高さが求められている
ところです。
　これらの状況下の中で、職員は各種事業を迅速かつ適正に執行
するためには、法務の知識及び財務の知識が必要不可欠になりま
す。さらに、事務事業を直接行う職員にとって当該知識を知っている
だけでは実務上の対応は図れません。その知識を用いて現実に発
生する問題に対して、いかに適正に事務処理していくかが問われま

す。そのためには知識を理解したうえでの応用のきく「生きた知識」
が求められます。
　そこで本書は、自治体職員が知っておくべき「財務の知識」をまと
め、さらに実務上問題となるような「事例問題」を各章ごとに記述し、
自治体職員が実務において利用できるようにしたものです。
　このような新しい時代においては、職員は単に受動的に得られる
知識のみではなく、積極的に知識を習得していく必要があります。ギ
リシャの哲学者ソクラテスは「本を読むことで自分を成長させる。本は
著者が苦労して身につけたことをたやすく手に入れさせてくれる」と
言っています。自治体職員は、是非積極的に本を読んで欲しいもの
です。そのために本書が役立つことができれば幸いです。

市町村アカデミー客員教授　大塚　康男

◉積極的に知識を身につける──
「人は増えないが、業務は増える」自治
体職員にとって、これからは積極的に自
己のスキルアップを図るため、財務知識
の習得は適正な事務処理に必ず役立ち
ます。

◉これまでの解説とは一味違う──
現在も、多くの自治体で講演・研修活動
を行っている著者が、現場の声をもとに
実践的な事例（80問）を各章に配しまし
た。実務の“即”戦力としてすぐに活用で
きます。
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